
第５号議案 

 

 

愛南町教職員住宅条例の一部改正について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

愛南町教職員住宅条例の一部を改正する条例 

愛南町教職員住宅条例(平成16年愛南町条例第83号)の一部を次のように改正する。 

別表第１赤水小学校教職員住宅の項を削る。 

別表第２赤水小学校教職員住宅の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

令和４年３月８日提出 

 

 

愛南町長 清水 雅文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 赤水小学校教職員住宅を移住お試し住宅として利用するため。 
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愛南町教職員住宅条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

本則 略 本則 略 

別表第１(第２条関係) 別表第１(第２条関係) 

名称 位置 

(略) 

内海中学校教職員住宅 愛南町須ノ川781番
地 

赤水小学校教職員住宅 愛南町赤水578番地 

(略) 
 

名称 位置 

(略) 

内海中学校教職員住宅 愛南町須ノ川781番
地 

(削除)  

(略) 
 

別表第２(第９条関係) 別表第２(第９条関係) 

名称 使用料(月額) 

(略) 

内海中学校教職員住宅 10,000 

赤水小学校教職員住宅 23,000 

(略) 
 

名称 使用料(月額) 

(略) 

内海中学校教職員住宅 10,000 

(削除)  

(略) 
 

 


